
東京労働局 労働基準部

令和４年２月10日
建設業労務安全トップセミナー
主催：建設業労働災害防止協会 東京支部

「最近の労働基準行政について」

１ 建設業における労働災害防止について

２ 建設業における働き方改革の推進について
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東京労働局労働基準部

１「建設業における労働災害防止について」
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・死亡災害の約４割が建設業

→建設業が死亡災害防止の最重点業種

都内の労働災害の現状

令和３年 業種別死亡災害発生状況
（東京都内 62人）（1/26速報値）

請負金額50億円以上の
建設現場数（東京労働局管内）
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第13次東京労働局労働災害防計画の進捗状況

○ 死亡災害

・ 令和３年（13次防計画４年目）の死亡災害は62人（前年比23人増、約60％増加Ｒ04.01末日速報
値）うち建設業は24人と全体の約40％を占める。

・ 計画の目標値(56人）との比較では６人の増加であり、うち建設業では目標値（23人）より1人
増加している。

死亡災害発生状況の推移

出典：死亡災害報告
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第13次東京労働局労働災害防止計画期間中（４年目まで）の死亡、死傷災害の推移

建設業について

・ グラフは折れ線が死亡
者数で棒線が休業４日以
上の死傷者数である。

・ 第13次東京労働局災害
防止計画期間中の４年目
までを示したもの。

・ 令和３年の死亡者24人
は令和４年１月中の速報
値である。死傷者1061人
は昨年12月末日までの集
計したもので確定値でな
い。

・ 計画期間中の３年目ま
での死亡者数は目標値の
23人を下回っていたが昨
年（Ｒ３年）の４年目は
確定前に既に前年（Ｒ２
年）の14人を大きく上回
る。また目標値の23人を
上回っている。

・ 休業４日以上では、令
和元年を除き、目標値を
下回っている
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令和３年の建設業死亡災害の推移と災害防止対策の強化



7

令和３年死亡災害発生状況（対前年比較）
令和4年1月26日　現在

東京労働局 労働基準部安全課
  

木造家
屋建築
工事業

本年発生分 5 24 3 18 0 3 2 2 0 6 4 4 3 0 0 4 2 11 0 3 4 62
前年同期 1 14 5 5 0 4 5 1 0 3 2 0 0 3 3 2 1 6 0 1 0 35
増減数 4 10 -2 13 0 -1 -3 1 0 3 2 4 3 -3 -3 2 1 5 0 2 4 27

(注１)「陸上貨物運送事業」は、道路貨物運送業と陸上貨物取扱業の合計値。

下段は前年同期（速報値） (注２)「その他（一次産業）」は、鉱業、農林業及び畜産・水産業。

東京労働局 労働基準部安全課
  

木造家
屋建築
工事業

本年発生分 584 1,061 178 682 44 201 991 370 224 1,924 1,394 2,979 1,587 733 565 806 524 1,591 120 318 68 11,331
前年同期 543 932 157 640 74 135 873 398 203 1,558 1,173 1,526 918 808 642 820 534 1,351 86 282 65 9,077

増減率(％) 7.6 13.8 13.4 6.6 -40.5 48.9 13.5 -7.0 10.3 23.5 18.8 95.2 72.9 -9.3 -12.0 -1.7 -1.9 17.8 39.5 12.8 4.6 24.8

(注１)データは労働者死傷病報告による死亡及び休業４日以上の災害。
下段は前年同期（速報値） (注２)「陸上貨物運送事業」は、道路貨物運送業と陸上貨物取扱業の合計値。

(注３)「その他（一次産業）」は、鉱業、農林業及び畜産・水産業。

業種別

(注１)
陸上貨
物運送
事業

ハイ
ヤー・
タク
シー業

現在 62人
前年同期 35人

令和3年死亡災害発生状況（令和4年1月26日現在）

(注２)
その他
(一次
産業)

全産業合
計

土木工
事業

建築工
事業

その他
の建設

業
小売業

社会福
祉施設

飲食店
ビルメ
ン業

金融業

その他
の運輸
交通・
貨物取
扱業

商業
保健衛
生業

接客娯
楽業

清掃と
畜業

 その
他の三
次産業

清掃と
畜業

 その
他の三
次産業

警備業

上段は令和4年1月26日現在（速報値）

令和3年死傷災害発生状況（令和3年12月末日現在）
業種別

製造業 建設業

(注２)
陸上貨
物運送
事業

ハイ
ヤー・
タク
シー業

製造業 建設業

警備業

上段は令和3年12月末日現在（速報値）

(注３)
その他
(一次
産業)

全産業合
計

土木工
事業

建築工
事業

その他
の建設

業
小売業

社会福
祉施設

飲食店
ビルメ
ン業

金融業

その他
の運輸
交通・
貨物取
扱業

商業
保健衛
生業

接客娯
楽業
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令和３年12月末日の死亡者数は56人であり、この
うち建設業は23人（41%）を占める。また23人のうち墜
落転落によるものが13人で約６割を占める。

次に令和３年12月末日の休業4日以上の死傷者
数は全業種で11,331人、このうち建設業が1,061人で
全業種の８％を占める。

令和３年12月末日の休業4日以上の建設業は1,061
人のうち墜落・転落によるものが263人(25％）で最
も多く、次にはさまれ、転倒、はさまれとなってい
る。

令和３年１２月末日までの死亡、死傷災害発生状況（業種別・事故の型・休業日数・事故の型ー起因物）

墜落・転落、転倒による被災者の災害程度は１か月を超え

２か月以内によるものが多い。事故の型と起因物の両方で
みた場合、はしご等からの墜落転落が最も多く、次に通路の
転倒、足場からの墜落転落となっている。（その他の起因物は外す）
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令和３年12月末日までの建設業死傷災害発生状況（年齢別/事故の型/経験別）

令和３年12月末日の建設業の死傷者数は1,061人であ
り、年齢別で見ると40歳以上、50歳未満が最も多く228人
（21％）で、次に50歳以上60歳未満が219人（21％）、30
歳以上40歳未満が212人（20％）になっている。

全体の死傷者数のうち50歳以上の者が404人で38％を
占め、50歳未満の者が657人、62％である。50歳以上の
中で墜落・転落によるものが122人で30％を占め、50歳
未満の中では1141人で21.5％を占めている

経験別でみると1年を超え５年以内の者が最も多く
22％占める。次に10年を超え20年以内のものが19％を
占めている
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違反事項

【元請事業者の安衛管理面】
元請事業者としての災害防止
措置、下請事業者に対する指
導関係

３１１現場
（８７．１％）

違反現場数(全体
３５７現場）

・下請事業者に対する法令遵守のための
  指導未実施 (安衛法第29条)
・下請事業者に使用させる設備に対する
  災害防止措置未実施（安衛法第31条）

主な内容

【墜落・転落防止】
足場や高所の作業床等からの
墜落・転落防止関係

【型枠支保工】
【クレーン等】
他

２２１現場
（６１．９％）

うち手すり・さん等が
なかった現場・・・・１

２９現場

35現場
(9.8％）
4現場

 (1.1％）
　他

・高所作業のための作業床の未設置
(安衛則第518条)
・足場の手すり・さん等の未設置
(安衛則第563条、第655条)
・高所の作業床の端・開口部の手すり等
の未設置
(安衛則第519条、第653条)

・組立図の未作成　(安衛則第240条)

・移動式クレーンの作業方法の未決定

(クレーン則第66条の２)

令和元年から令和３年までの集中的建設現場指導結果について

●令和３年集中的建設現場違反状況（12月）

現場数 現場数 現場数

６ 月 381 434 785

12月 347 400 544

実施月

64.3/２４５

69.2/２４０

令和元年 令和２年

違反率（％）/現場数

65.6/３５７

56.6/４４４

令和3年

違反率（％）/現場数違反率（％）/現場数

71.4/３１０

65.0/２６０

集中的現場指導について、現場の違反率は過去3年間を
見ると概ね約65％となっている。さらに違反となった現場に
対しての違反状況の内容は、次のとおりであった（抜粋）。
・ 元請事業者が下請事業者に対しての安全衛生管理指
導の違反率では令和２年までは約５５％であったが、令
和３年になると約８５％に上がっている。

・ 墜落・転落防止関係では、高所作業のための作業床が未設置、足場の手すり、さんの未設置が約40％
であったものが令和３年では60％と上がっている
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労働災害発生の要因として建設現場の安全衛生担当者に確認した!

令和３年は災害が前年に比べ増加したことにより、どこに問題があるか、災害の要因について、現場の
安全衛生担当が実感することを13の項目を用意し意見として複数を挙げてもらった。

確認した時期は６月の「Safe Work TOKYO建設死亡災害緊急対策」に行った785現場に対し、12月「年末
年始Safe Work推進強調期間」の544現場に対して、いずれも集中的現場指導の際に行ったものである。

御協力を頂いた現場の安全衛生担当者 様に改めて御協力に感謝いたします。

現場の安全衛生担当者が労働災害の発生の要因として実感する項目で２回にわたり確認したところで
は、６月時に最も多かったのは「危険意識の低下」で約34％を占め、次いで「作業の慣れ」が約33％、
「高年齢労働者」となっている。12月時では、「作業の慣れ」が約45％、「危険意識の低下」約37％で次
に「高年齢者」となっており、いずれもこの3つが災害発生要因とし実感していることを確認した。



12

労働災害発生の要因として建設現場の安全衛生担当者に確認した!

労働災害発生の要因として挙がった「作業

の慣れ」「危険意識の低下」について集中
的現場指導の12月には、２つの考えられる
背景について確認した。
● 「作業の慣れ」で６項目のうち最も多

かったのは、「近道行動・省力行動が目
立つ」が42％を占め、次に「ヒューマン
エラーが目立つ」が38％を占めた。

● 「危険意識の低下」で13項目のうち最
も多かったのは「不安全行動が目立つ」
が20％を占め、次に「ＫＹ活動の形骸
化」「朝礼、災防協におけるマンネリ
化」が19％を占めた。
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労働災害発生の要因として建設現場で働く作業者に確認した!

＊ アンケートに御協力を頂いた職種団体の方、そして職種団体を通じて意見を寄せて頂きました作業者の
342人の方、御協力に感謝申し上げます。

＊次の作業者から意見を下表のとおり確認しました。（郵送によるアンケート形式による）
・鉄筋工(124人）、解体工(26人）、土工(90人）、左官工(29人）、鳶工(55人）、職種不明（18人）

・ 令和３年は死亡災害が前年に比べ非常に増加し憂慮すべき状況であったことから、死亡災害発生要因として、
作業者が実感することを現場の安全衛生担当者と同様の内容について確認した。（複数意見聴取）

・ 災害の発生要因として最も多く挙がったのは、「危険意識の低下」が48％占め、次に「作業の慣れ」が約43％、
次いで 「ルールが守れない」「コミュニケーション」が約33％となった。

・「危険意識の低下」「作業の慣れ」の多くの意見は、現場の安衛担当者と同じ意見であった。
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労働災害の発生について現場で働く作業者に確認した!

＊ 上記については、32項目を用意して確認したところ、1項目に５０件以上の意見が挙がったものを示した。これ以外
の意見項目には「安衛管理計画、安衛教育・訓練、労働衛生対策、職長会の設置と活動支援、有資格者の確認、資
格取得の支援、安衛大会、優良作業員の表彰、送り出し教育の支援、安衛経費、高年齢者対策、メンヘル対策、災
害体感施設の設置と活用」の確認では1項目に50件未満であったため表外とした。

元方事業者に求める安全に重要とするものが最も多いのは、「安全な施工・作業計画」で約55％を占め、次に
「作業員とのコミュニケーション」が４７約４8％、次いで「現場巡視」が約４３％となった。
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労働災害の発生について現場で働く作業者に確認した!(鉄筋工・土工について)

＊4割を超える意見について朱書きとした。
＊最も多くの意見が
あった鉄筋工、土工
の職種について、確
認した結果、全職種
と同様に、災害の発
生要因として、「作
業の慣れ」、危険意
識の低下」が多い。

＊元方事業者に求め
る安全に重要と思う
意見結果について、
全業種の結果と比べ
ても「作業員との

コミニ」と安
全な施工・作
業計画」に変
わりはない
が、次に続く
意見結果項目
に、４割台の
意見が土工の
職種に多く挙
がっている。
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労働災害の発生について現場で働く作業者に確認した!(経験別について)

＊次の作業者の経験年数別から意見を下表のとおり確認しました。
・ 5年未満(５１人）、5年以上～10年未満(３６人）、 10年以上～20年未満(７９人）、 20年以上～30年未満(８４人）、
30年以上～40年未満 (49人）、40年以上（３８人）、経験年齢不明（５人）について下表のとおり。

・ 経験10年以上～20年未満の最も多い意見の一部があるが、経験年数を別に見ても「作業員とのコミニ」と「安

全な施工・作業計画」について、作業の安全に重要と思っていることが多い。特に「作業員のコミニ」については、
経験を重ねるごとに意識率が高くなっている。その反対（逆に）に現場巡視が低くなっている。
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建設業の休業4日以上の労働災害の推移（昭和２８年～令和２年） 上段＝全国

下段＝東京

＊建設業の死傷者件数は全国では昭和37年の137,282件が最も多く、令和元年は、15,183件で57年間
で1/9に減少、長期的には減少しているが、近年は横ばい状況である。

＊都内の建設業の死傷者件数は昭和38年の14,208件が最も多く、令和元年は、1,215件で全国と同じ
ように長期的は減少しているが、近年は横ばい状況である。
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東京局管内の死亡災害推移（平成23年～令和２年）／業種別／墜落・転落

＊建設業の死亡者数は全業種の3割から4割を占める。この内の約4割が墜落・転落災害である。
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東京局管内の休業4日以上の災害発生状況（業種別）／事故の型別物

＊都内の休業による死傷者件数は、建設業は全業種の約１２％を占めている。事故の型別でみると建
設業は墜落・転落よるものが多く、製造業ははさまれ、運輸交通業が交通事故、その他業種である
第三 次産業は転倒による災害が最も多い。転倒による災害はどの業種においても多く発生している。
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平成30年～令和２年の建設業における休業４日以上の労働災害発生状況
（事故の型別）

平成30年から令和２年までの事故の型別を

みると、災害発生状況の傾向は同じである。最
も多い墜落、転落災害は約33％占め、次いで
挟まれ、巻き込まれ、そして転倒となっている。

その他
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令和元年～平成３０年の建設業における休業４日以上の労働災害発生状況
（起因物別）

平成30年から令和２年までの確定値の起因物別
でみると、災害発生状況の傾向は同じである。最も
多いはしご等は約１１％占め、次いで足場、金属材
料となっている。

はしご等

11%
金属材料

7%

足場6%
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建築物、構築物4%
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その他60%
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全体=1163人

はしご等11%

足場7%

金属材料7%

トラック5%

建築物、構

築物5%

階段、さん橋5%通路5%

その他55%

起因物別

令和元年建設業労働災害発生状況（確定値）

全体=1215人

はしご等11%

金属材料6%

足場7%

トラック6%

建築物、構築物4%

階段、さん橋4%通路5%
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全体=１０２２人

起因物別
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※はしご等とは、はしご、脚立、踏み台などをいう。

建設業における労働災害を「事故の型別」と「起因物」でみた場合
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1245

405

149 115 161

1163

388

133
129

126

1215

420

133 103 132

1022

318

110 93 110

1061

263
110 78 103

0

500

1000

1500

建設 墜落・転落 転倒 飛来落下 挟まれ

建設業における休業４日以上の労働災害(事故の型別）
(平成29年から令和３年まで、令和3年は12月末日速報値）

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

・各年ともに事故の型別では「墜落・転落」が最も多い。

101

51 46
33 29

0

20

40

60

80

100

120
令和２年

121

57
35 33 31

0
20
40
60
80

100
120
140

平成30年
116

77

41 35 34

0
20
40
60
80

100
120
140
令和元年



25

平成30年から令和２年の「はしご等」による墜落・転落による災害
（労働者死傷病報告による：全業種による）

平成30年から令和2
年の3年間までに墜落・
転落による死傷災害は
全業種で5,032件を発
生しており、このうち、
はしご等によるものが
1,117件（22％）であっ
た。

はしご等を業種別で
の被災者数を見ると、
建設業が最も多く30％
(337件）を占めている。
このうち建築工事業で
は74％占めている。

次にはしご等のうち全
業種での被災者数の
62％が脚立を使用した
災害であり、はしごは
16％となっている。

Ｈ30年～Ｒ２年 Ｒ２年 Ｒ元年 Ｈ31年

1117 347 412 358

Ｈ30年～Ｒ
２年合計件
数（％）

R2年件数（%） R元年件数（%） H30年件数（%）

６０(5.3） 23(6.6） 23(5.6） 14（４）

337(30.2） 101（29.1） 115(27.9） 121(33.8）

20 5 4 11

250 73 91 86

67 23 20 24

62(5.6） 30(8.6） 17(4.1） 15(4.2）

243(21.8） 62(17.9） 101(24.5） 80(22.3）

174 45 71 58

115(10.3） 30(8.6） 49(12） 36(10.1）

300(26.9） 101（29.1） 107(26） 92(25.7）

商業

小売業

ビルメンメンテナンス業

その他

建設業

土木工事業

建築工事業

その他の建設業

運輸交通業・貨物取扱業

はしご等

製造業

業種

年

１週間以内 ２週間以内 ３週間以内 ４週間以内 ２ヶ月以内 ３ヶ月以内 ３ヶ月超

脚立 64 76 51 19 300 109 74

はしご 9 20 11 8 73 37 18

脚立、はしごのからの災害では、作業中とあるが、例えば、物を
所定場所に置く・取り出す等により姿勢を崩す、足が滑る等による
事案やまた、下りる等の動作により墜落する場合が多い。

被災者の災害程度を見ると、1か
月以上の被災程度が約70％を占め
ている。
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建設業の墜落転落の内、はしご等からの墜落転落の死傷者数が毎年3割を超えている！
はしご等を使用する前にチェックをしてから使用しましょう。
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名称が墜落制止用器具に、構造規格も変わりました。

１．安全帯が「墜落制止用器具」に変更されました。（平成31年2月1日：安衛令施行）

３．墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則です。
(安衛則、構造規格の改正、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン）
＊ フルハーネス型の使用が原則ですが、墜落時に地面に到達するおそれのある場合

（高さ6.75m以下）は「胴ベルト型（一本つり）を使用できます

４．「安全衛生教育」が必要
＊ 次の業務を行う労働者は特別教育(6時間）を受けることが必要です。
＊ 高さ２ｍ以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて墜落制止用

器具のうち「フルハーネス型」の器具を用いて行う作業に係る業務

２．令和４年１月２日から墜落制止用器具が新たな規格の適用となりました。
・墜落制止用器具の規格に基づき、器具の種類、製造者名等の表示があります。
・ショックアブソーバーについては、種別と落下距離等表示されています。



28

平成30年～令和２年の建設業における休業4日以上の労働災害発生状況
（事故の型別／休業日数）

＊労働災害防止対策
・「墜落制止用器具」の使用 ・現場内の整理整頓、安全の見える化を図る
・各工事計画段階におけるリスクアセスメントの実施等の徹底
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墜落・転落件数
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令和元年ー420人
令和２年ー318人

・墜落・転落災害で最も多い休業日数の災害＝４週間から２ヶ月以内の災害で全体の40%を占める
・墜落・転落災害の休業日数が４週間以上の災害＝全体の約70%を占める
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転倒災害による休業日数別労働災害発生状況

平成30年 令和元年 令和２年

転倒件数
平成30年ー133人
令和元年ー133人
令和２年ー110人

・転倒災害で最も多い休業日数の災害＝4週間から２ヶ月以内の災害で全体の約40％を占める
・転倒災害の休業災害４週間以上の件数＝全体の約60%を占める
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平成30年～令和２年の建設業における休業４日以上の労働災害発生状況
（年齢別／事故の型別）

・令和２年から平成30年とも死傷者の年齢
別の災害傾向は同じ。
・40歳以上50歳未満の方が全体の約22%
を占め最も多い。
・50歳以上の労働災害は全体の40%を占
める

＊高年齢労働者に対する対策
・労働者に配慮した作業環境の改善
・労働者に配慮した作業方法の改善
・身体的機能向上のための健康づくり

＊「エイジフレンドリーガイドライン」参考に
取り組んでください。
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令和元年の建設業における休業４日以上の労働災害発生状況（経験別・年齢別）

＊労働災害防止対策
・ 労働者を雇入れたとき、作業内容を変更したとき、危険又は有害な業務に就かせるときは確実に教育を行うこと
・ 教育の実施計画を作成し確実に行うこと
・ 職長及び安全衛生責任者等に対して安全衛生教育を概ね５年ごとに教育を行うこと
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60歳未満, 
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70歳未満, 
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60歳未満, 
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70歳未満, 
33, 6%

70歳以上, 
16, 3%

令和元年労働災害発生状況(経験５年以内・年齢別）

全体=526人

・ 令和元年、２年(次頁）とも死傷者の経験別の災
害傾向は同じ。

・ 経験２年から５年以内の経験者による災害は
全体の約25.1%を占め最も多い。

・ 経験5年以内に災害にあった被災者数は526人
で全体の約43.3％を占めている。

・ 経験の浅い５年以内で年齢40歳以上の被災者
は約35％を占めている。
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・ 令和２年、元年(前頁）とも死傷者の経験別の災
害傾向は同じ。

・ 経験２年から５年以内の経験者による災害は全
体の約21%を占め最も多い。

・ 経験5年以内に災害にあった被災者は398人で
全体の約40％を占めている。

・ 経験２年から５年以内の経験者による災害は全
体の約21%を占め最も多い。

・ 経験の浅い５年以内で年齢40歳以上の被災者
は約30％を占めている。

令和２年の建設業における休業４日以上の労働災害発生状況（経験別・年齢別）

＊労働災害防止対策
・ 労働者を雇入れたとき、作業内容を変更したとき、危険又は有害な業務に就かせるときは確実に教育を行うこと
・ 教育の実施計画を作成し確実に行うこと
・ 職長及び安全衛生責任者等に対して安全衛生教育を概ね５年ごとに教育を行うこと
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吹き付けられた石綿（レベル１）の除去

する作業を行う工事計画届は、令和２年
の届出状況を見ると東京労働局管内で
1714件であり、前年と比べ届出数の約
５％の減少であった。

平成元年までの過去3年間では、毎
年、前年の件数の約3割増しの届出があ
り、石綿除去工事が増加していました。

令和３年4月から以前に作業届（レベル
２）としていた届出が工事計画届となり規
制の強化が図られました。

また、今年（R04)の4月から一定の規模
以上の建築物工作物の解体工事、改修
工事について、石綿の有無の事前調査
結果の報告が工事開始前までに労働基
準監督署に報告する必要になりました。

石綿の健康管理と吹き付け石綿除去工事の状況

東京労働局の石綿業務に係る健康管理手帳（＊１）の交付数は、令和元年に約８００件

であり、毎年、約５０件の新規交付を行っています。

交付数は、１０年前の平成２１年と比べると、２．５倍に増加しています。

（＊１ 過去に一定の業務（作業）に就いていた者が離職後に健康管理に異常が認められた場合に療養に至るまで
の間、定期に健康管理を確認する健康管理手帳制度）
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外国人労働者の労働災害発生状況ついて

＊労働災害防止対策

・ 安全衛生教育の実施（母国語を用いる、視聴覚教材を使用するなどにより、労働者がその内容を
理解できる方法により行う。）

・ 必要な日本語、基本的な合図等を習得させる（労働災害防止のための指示等）

・ 労働災害防止に関する標識、掲示等

外国人労働者の増加に伴い、外国人による労働災

害も増加傾向にある。

平成27年以降は、毎年2,000件を超え、令和２年に

は、約2.3倍となっている。

＊（）書きは令和元年
東京の全業種の被災者数1022名のうち外国人によるも

のが354名の35％を占めている。
建設業が最も多く73名で外国人の被災者数の21%を占

める。次いで飲食店の54名（15％）、製造業44名(13％）、
清掃・と畜業の42名(12％）であった。

外国人労働者の業種別災害発生状況（令和２年）

業 種 全国（人） 業種／合計 東京（人） 業種／合計

製造業 2273（2183） 49%(56) 44(48) 13%(14)

建設業 797（583） 17%(15) 73(81) 21%(23)

陸上貨物運送事業 313（153） 7%(4) 26(23) 7%(7)

商業 332（250） 7%(6) 56(57) 16%(16)

うち小売業 214（166） 5%(4) 38(47) 11%(13)

保健衛生業 189（113） 4%(3) 35(17) 10%(5)

接客娯楽業 245（228） 5%(6) 59(76) 17%(22)

うち飲食店 175（151） 4%(4) 54(67) 15%(19)

清掃・と畜業 143（117） 3%(3) 42(29) 12%(8)

その他 390（301） 8%(8) 19(22) 5%(6)

合計 4682（3928） ---- 354(353) -----

1,2391,292
1,7322,0052,2112,494

2,847

3,928
4,682

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

外国人労働者の労働災害発生状況の推移

(死傷者数）

全国
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東京労働局労働基準部

２「建設業における働き方改革の
推進について」
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ご説明する内容

1 時間外労働の上限規制
（猶予業種：2024年４月１日から適用）

2 年５日間の年次有給休暇の取得

3 月60時間超の残業の割増賃金率引上げ
（大企業：2010年４月１日～、中小企業：2023年４月１日～）

東京労働局及び労働基準監督署の取組４

1

（2019年４月１日～）
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グラフィック東京の産業と雇用就業より

建
設
業

都内の状況を見ると、労働時間は
建設業が最も長くなっている。
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令和3年版過労死等防止対策白書より

赤 1,985（建設業）
青 1,938（運輸業・郵便業）
黄 1,873（情報通信業）
緑 1,838（製造業）

平成30年からは
建設業が最も長く
なっている。
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支給決定件数請求件数

建設業

建設業

左図：令和２年度の東京労働局の業種別請求、
決定、支給決定件数

※建設業は２番目に多い業種となっている。

脳・心臓疾患の労災支給決定件数

下図：全国の業種別の請求、支給決定件数
※建設業の支給決定件数の割合が増加してい
る（令和元年度と令和２年度）。

13.9

％

7.9％
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東京の一般職業紹介状況（令和３年１１月分）より

職業別の常用有効求人倍率の状況

全職種では
1.13倍です。
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上限規制には適用を猶予・除外する事業・業務があります。

建設事業

2024年4月1日から、上限規制を適用しま
す。

（ただし、災害時における復旧・復興の事業については、１

か月１００時間未満・複数月平均８０時間以内の要件は適用

しません。この点についても、将来的な一般則の適用につい

て引き続き検討します。）
そのほかには、自動車の運転の業務、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造

業、新技術・新商品等の開発業務があります。

時間外労働の上限規制
（猶予業種：2024年４月１日から適用）
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月残業80時間

＝１ 日残業4時間程度
法律による上限（例外）

・年720時間

・複数月平均80時間＊

・月100時間未満＊
月残業45時間

＝１ 日残業２時間程度
＊休日労働を含む

年間６か月まで

法律による上限（原則）

残業時間

月45時間

年360時間

法定労働時間
１日８時間
週40時間

１年間＝12か月

特別条項

左図が適用前（現在）

右図が適用後（令和６年４月１日～）

１年間＝12か月

法定労働時間
１日８時間
週40時間

上限がありません。
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年５日間の年次有給休暇の取得
（2019年４月１日～）
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有給休暇は取れていますか？
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月60時間超の残業の割増賃金率引上げ
（大企業：2010年４月１日～、中小企業：2023年４月１日～）
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5 中小企業に対する月60時間超の

時間外労働の割増賃金率の適用猶予見直し
■2023年4月1日から、月60時間を超える残業は割増賃金率が上がります

（現在）

月60時間超の残業割増賃金率

大企業は５０％

中小企業は２５％

（改正後） 2023年4月1日施行

月60時間超の残業割増賃金率

大企業、中小企業ともに５０％

※中小企業の割増賃金率を引上げ

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

大企業

中小企業

60時間以下

25%

25% 

60時間超

50%

25% 

大企業

中小企業 50% 

60時間以下

25%

25% 

60時間超

50%

次の次の４月から

※中小企業の定義（事業場単位ではなく、企業単位で判断します）。

建設業は、資本金または出資総額が３億円以下、または常時使用する労働者が300人以下
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企業の取組事例
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建設会社の取組事例 １

〇会社全体の意識統一に向けた取組

・労働時間削減の行動指針を策定し、ポスターを作成、工
事現場にポスターを掲示した。

・パソコン起動時に労働時間削減の啓発画面を表示した。

・本社のほか全国の工事現場の社員に対して36協定の研修
を実施した。

・積極的な取組を行い実績のあった工事現場を表彰し、好
事例として展開した。
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建設会社の取組事例 ２

〇デスクワークや打合せの工夫。

・デスクワークに専念する時間を所定労働時間内に設けた。

・工事現場における打合せを所定労働時間内に行うこととした。

・担当者間の連絡調整の内容を綿密にした。
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建設会社の取組事例 ３

〇応援体制の確立

・工事現場の週休2日に向け、時間外労働の比較的少ない事務所
勤務の社員に工事現場のサポートを行わせた。

・長時間労働となる恐れのある社員を把握し、地域拠点から重点
的なフォローを行わせた。
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東京労働局及び労働基準監督
署の取組（支援策など）

・法令の周知（リーフレットの配布）P53,P54

・工事発注者に対する要請

・労働時間等の説明会の開催や個別訪問 P55

・東京働き方改革推進センターの運営 P56

・助成金の周知 P57～P60

・下請たたき・しわ寄せ防止の周知啓発 P61
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東京労働局のパンフレット（建設会社向け）
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東京労働局のパンフレット（発注者向け）
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・労働基準法の基礎知識から改正労働基準法の内容まで、働き方改革の進め方にお悩みの中小企業の事業主又は
労務責任者に対し、労働基準監督署の職員（相談・支援担当）や東京働き方改革推進支援センターの専門家が個
別に訪問して、丁寧に説明します。費用はかかりません。

・法違反などの指導を目的に行うものではありませんので、お気軽にお申し込みください。

労働基準監督署 ＴＥＬ・ＦＡＸ 管轄 労働基準監督署 ＴＥＬ・ＦＡＸ 管轄

中央労働基準監督署
℡ 03-5803-7381

fax03-3818-8411

千代田区、中央区
文京区、大島町
八丈町、利島村
新島村、神津島村
三宅村、御蔵島村
青ヶ島村

足立労働基準監督署
℡ 03-3882-1188

fax03-3879-0731
足立区、荒川区

上野労働基準監督署
℡ 03-6872-1230

fax03-3828-6716
台東区 向島労働基準監督署

℡ 03-5630-1031

fax03-5247-4435
墨田区、葛飾区

三田労働基準監督署
℡ 03-3452-5473

fax03-3452-3072
港区 亀戸労働基準監督署

℡ 03-3637-8130

fax03-3685-5218
江東区

品川労働基準監督署
℡ 03-3443-5742

fax03-3443-6856
品川区、目黒区 江戸川労働基準監督署

℡ 03-6681-8212

fax03-5667-1531
江戸川区

大田労働基準監督署
℡ 03-3732-0174

fax03-3730-9575
大田区 八王子労働基準監督署

℡ 042-680-8752

fax042-646-1524
八王子市、日野市
多摩市、稲城市

渋谷労働基準監督署
℡ 03-3780-6527

fax03-3780-6595
渋谷区、世田谷区 立川労働基準監督署

℡ 042-523-4472

fax042-522-0565

立川市、昭島市、府中市
小金井市、小平市
東村山市、国分寺市
国立市、東大和市
武蔵村山市

新宿労働基準監督署
℡ 03-3361-3949

fax03-3361-6200
新宿区、中野区
杉並区

青梅労働基準監督署
℡ 0428-28-0058

fax0428-23-4330

青梅市、福生市
あきる野市、羽村市
西多摩郡

池袋労働基準監督署
℡ 03-3971-1257

fax03-3590-6532
豊島区、板橋区
練馬区

三鷹労働基準監督署
℡ 0422-67-0651

fax0422-46-1214

三鷹市、武蔵野市
調布市、西東京市
狛江市、清瀬市
東久留米市

王子労働基準監督署
℡ 03-6679-0183

fax03-3901-3612
北区

八王子労働基準監督署
町田支署

℡ 042-718-8610

fax042-724-0071
町田市

各種支援策について（個別訪問）
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各種支援策について（支援センター）
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各種支援策について（助成金）
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参考パンフレット

本日の説明の中
心となったもので
す。

有給休暇につい
て詳しく書かれた
パンフレットです。

36協定について

詳しく書かれた
パンフレットです。

「実際にどうしたらい
いの？」という方への
ハンドブックです。
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最後に、

労働災害防止を進めながら、長時
間労働削減に関する自主的な取組が
重要となります。

一層の促進をお願いいたします。


